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新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について 

 

１．改定の趣旨 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型コロナウイルス感染症の対応で

明らかになった課題や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、新型インフルエンザを

はじめ、市民の生活や健康に重大な影響を及ぼす恐れのある感染症を想定し、平時の準

備や発生時の対応を示す基本指針として「長浜市新型インフルエンザ等対策行動計画」

を改定します。 

 

２．これまでの経過 

【着手報告】 

令和７年 ７月 17 日 

 

総務教育常任委員会及び健康福祉常任委員会    

令和７年 ７月 28 日 新型インフルエンザ等対策推進会議（第 1 回） 

【中間報告】 

令和７年 11 月 26 日 

 

新型インフルエンザ等対策推進会議幹事会（第 1 回） 

令和７年 12 月 18 日 新型インフルエンザ等対策推進会議（第 2 回） 

令和７年 12 月～ 

令和８年１月 

全庁意見照会、医師会等外部機関意見照会 

令和８年 １月 15 日 総務教育常任委員会及び健康福祉常任委員会 

【パブコメ前報告】 

令和８年 ２月 26 日 

 

新型インフルエンザ等対策推進会議幹事会（第 2 回） 

 新型インフルエンザ等対策推進会議（第 3 回） 

令和８年 ３月 23 日 健康福祉常任委員会 

 パブリックコメントの実施 

【最終案報告】 

令和８年 ５月 29 日 

 

新型インフルエンザ等対策推進会議幹事会（第 3 回） 

 新型インフルエンザ等対策推進会議（第 4 回） 

 

３．パブリックコメント概要 

 （１）実施期間      令和８年３月 23 日～４月 22 日 

 （２）意見件数      ２件 （２人） 

 （３）主な意見と市の見解 別紙１のとおり 

 （４）計画素案変更箇所  なし 

 

４．長浜市新型インフルエンザ等対策行動計画概要版 別紙２のとおり

所管委員会 総務教育常任委員会 

所管課 防災危機管理課 

健康推進課 
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  長浜市新型インフルエンザ等対策行動計画（素案）パブリックコメント実施結果 

 

 ・対象計画   長浜市新型インフルエンザ等対策行動計画（素案） 

 ・実施期間   令和８年３月 23 日から令和８年４月 22 日（31 日間） 

  ・意見提出者  ２件 ２人 

 ・意見概要及び意見に対する市の見解  以下のとおり 

 

連番 意見概要 意見に対する市の見解

1

フルミスト（経鼻弱毒生イン

フルエンザワクチン）の接種

費補助をお願いします。

こどもがインフルエンザに感

染すると、家族にうつし、家

族も休業、収入に影響しま

す。フルミストは高額なの

で、高齢者と同様に補助して

いただきたいです。

本計画は、第1部第2章「行動計画の対象となる感染症」に規定するとお

り、新型インフルエンザ等感染症及びこれに類する感染症への備えを定め

たものであり、季節性インフルエンザは対象外としております。

なお、ご指摘の経鼻弱毒生インフルエンザワクチン予防接種につきまして

は、国において任意接種と位置付けられており公費助成の対象外としてお

ります。そのため、現時点では市として助成の対象とすることは難しいで

すが、今後も国の動向を注視してまいりますのでご理解いただきますよう

よろしくお願いします。

2

コロナとインフルエンザの感

染症予防のためマスク着用を

心掛けています。

感染しても軽症で済むように

インフルエンザの予防接種を

しました。ワクチンを体内に

入れると感染しても小影響で

済みます。

ご意見のとおりマスクの着用等の基本的な感染対策は、非常に重要です。

本計画でも、「平時の備え」を重視しており、第2部第1章第2節において

「新型インフルエンザ等対策は、日頃からの手洗いやマスク着用等の咳エ

チケット等の季節性インフルエンザ等呼吸器感染症に対する対策が基本と

なる。」と記載しております。心掛けていただいているようにお一人おひ

とりの取り組みがとても大切です。今後も感染症予防にご協力くださいま

すようよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 



- 4 - 

 

 

 

別紙２ 



- 5 - 

 

所管委員会 総務教育常任委員会 

所管課 防災危機管理課 

 

 

長浜市消防水利施設維持方針のパブリックコメントの実施について 

 

１．概要  

長浜市内の消防水利施設（消火栓・防火水槽・消防水利標識）について、設置・更新・

維持管理の基本方針となる「長浜市消防水利施設維持方針（案）」を作成しましたので、

パブリックコメントを実施します。  

 

２．これまでの経過  

令和 7 年 12 月  総務教育常任委員会（着手報告） 

関係機関協議（湖北地域消防本部、長浜水道企業団） 

令和 8 年 1 月  庁内協議（都市建設部局等） 

3 月   公共施設マネジメント推進委員会 

    総務教育常任委員会（経過報告） 

4 月   全庁、外部機関意見照会  

 

３．方針の概要  別紙１のとおり  

 

４．今後のスケジュール 

     令和 8 年 6 月   パブリックコメント開始（6 月 25 日～7 月 24 日）  

9 月   総務教育常任委員会（最終案報告）  

10 月  施行  
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長浜市消防水利施設維持方針（案）  概要  

1. 方針の目的 

本方針は、長浜市内の消防水利施設（消火栓・防火水槽・消防水利標識）について、設置・更新・ 

維持管理の基本方針を定めるもので、大規模地震や老朽化への対応を進め、消防隊が火災時に迅速かつ

安定して水を確保できる体制を整えることで、市民の安全・安心を確保することを目的としています。 

なお、消防法に定める消防水利には、河川やため池等の自然水利、プールや井戸等も含まれますが、

季節的な水量変動や取水の不確実性があるため、本方針の対象には含めません。 

計画期間は令和 8年度から令和 17年度までの 10年間です。 

 

2. 現状と課題 

＊消防水利充足率：63.3％ （全国平均 79.4％、滋賀県平均 84.9％）  

要 因 施設数は一定数あるものの、基準未達施設が多い（849箇所不足） 

課 題 〇消火栓     老朽化、基準不適合、専用バルブ欠如による断水リスク 

〇防火水槽    耐震性不足、道路埋設型の倒壊リスク、貯水量不足 

〇消防水利標識  老朽化による視認性低下、落下事故の恐れ 

 

3. 今後の方針 

〇消火栓     再配置・統合：水道管敷設替え工事と連携し、適正配置を進める 

専用バルブ設置：修繕・移設時に断水リスクを軽減 

地下式移設：私有地内の地上式消火栓を公道上の地下式へ移設 

〇防火水槽    耐震化：新設は耐震性貯水槽を採用 

既存施設対策：貯水量不足や構造的リスクを調査し、補強または撤去を実施 

〇消防水利標識  修繕・撤去：老朽化した標識について、精査し対応 

4. 整備目標・財源の確保 

〇消火栓     再配置による減数 12本/年、新設 1基/年 

〇防火水槽    新規整備 1～2基/年、補強または撤去 1基/年 

〇消防水利標識  補修または撤去 10か所/年 

＊消防水利充足率目標：令和 17年度までに 65％以上を目指す 

▶施設総量   10年間で 82基減（6,871基→6,789基） 

▶コスト削減  消火栓の再配置により管理基数を削減（110基減） 

予防保全で耐用年数を延伸し、更新費用を抑制 

▶財源確保    国の補助金や起債を活用し、財政負担を平準化 

別紙１ 


